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(57)【要約】
【課題】減衰する問題を解消し、画像診断能の向上を可
能とする超音波診断装置を提供する。
【解決手段】複数の振動子からの超音波を互いに干渉さ
せて強めあうように、振動子をマトリクス状に配置させ
た超音波プローブとする。複数の振動子から発信された
超音波は、互いに干渉しながら体内に伝わり、その反射
波を振動子が受信する。意図的に干渉させて強めた超音
波を利用することで人体の深部でも十分な強さの反射波
を得ることができ、画像診断能が向上する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
超音波が互いに干渉するようにマトリクス状に配置された複数の振動子と、
前記複数の振動子のぞれぞれと受信回路を介して接続されるメモリ回路と、
前記メモリ回路からデータを読み出して画像処理を行う画像処理回路と、
前記画像処理回路から出力される情報を表示する表示部とを有する超音波診断装置。
【請求項２】
請求項１において、前記メモリ回路は、酸化物半導体を有するトランジスタと、前記トラ
ンジスタと電気的に接続する容量と、を有する超音波診断装置。
【請求項３】
請求項１または請求項２において、前記振動子の間隔は、前記超音波の波長の一周期分の
距離と等しい超音波診断装置。
【請求項４】
超音波の１周期分の間隔で配置された２個以上の振動子を有するプローブと、
２個以上の前記振動子のぞれぞれと受信回路を介して接続される複数のメモリ回路と、を
有し、
前記振動子で受信した前記超音波はアナログデータであり、その前記アナログデータを前
記振動子と対応する前記メモリ回路に保持する超音波診断装置。
【請求項５】
請求項４において、前記２個以上の振動子のうち、一つの前記振動子から出力される電圧
を時間毎に区切って複数のメモリ回路にアナログデータを保持する超音波診断装置。
【請求項６】
請求項４または請求項５において、前記メモリ回路は、酸化物半導体を有するトランジス
タと、前記トランジスタと電気的に接続する容量と、を有する超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の一様態は、半導体装置を含む超音波診断装置およびその制御方法に関する。特に
、超音波プローブ、超音波プローブの走査方法、超音波画像処理システム、または超音波
診断装置の制御システムに関する。
【０００２】
　なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装
置全般を指し、電気光学装置、半導体回路および電子機器は全て半導体装置である。
【背景技術】
【０００３】
超音波診断装置のプローブを人間などの生体の表面に当て、超音波診断することで体内の
様子が超音波像として表示で得られ、Ｘ線と違って放射能被爆がないため、安全性の高い
検査が行われている。また、超音波診断装置は、短時間で被測定物の断層像を観察するこ
とができるため、人体の部位診断に重宝されている。
【０００４】
また、駐車場における車両検知センサとしても超音波センサが用いられている。駐車エリ
ア１台分に１つの超音波センサが天井などに設けられ、駐車場全体として複数の超音波セ
ンサを用いている。
【０００５】
特許文献１には、複数の超音波センサを用いて検出対象の位置を特定する半導体装置が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許公開第２０１４／０３０６９３５号
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
複数の超音波センサを用いる場合、超音波は弾性波であるため、それぞれの位置によって
は相互干渉が生じる。そのため、干渉が起きないように様々な対策が講じられている。例
えば発振周波数の異なる超音波センサを用いている。
【０００８】
超音波は高周波ほど分解能が良くなるが、減衰が大きくなり透過性が悪くなる。超音波診
断装置は人体内に発信された超音波が反射波としてプローブに受信した信号をもとに画像
を作るが、減衰が大きいと人体の深部では反射エコー（超音波エコー情報とも呼ぶ）は弱
くなってしまうため、増幅器等で補正する必要があり画像の精度が落ちる場合がある。
【０００９】
減衰する問題を解消し、画像診断能の向上を可能とする超音波診断装置を提供することを
課題の一とする。高周波の超音波を用いても高い精度の画像を得ることのできる超音波診
断装置を提供することを課題の一とする。また、超音波画像処理システムを提供すること
も課題の一とする。
【００１０】
また、超音波診断に最適な超音波プローブを提供することも課題の一とする。また、新規
の超音波プローブの走査方法を提供することも課題の一とする。
【００１１】
また、新規の超音波診断装置の制御方法を提供することも課題の一とする。また、超音波
診断装置の制御システムを提供することも課題の一とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記課題を解決するため、複数の振動子からの超音波を互いに干渉させて強めあうように
、振動子をマトリクス状に配置させた超音波プローブとする。複数の振動子から発信され
た超音波は、互いに干渉しながら体内に伝わり、その反射波を振動子が受信する。意図的
に干渉させて強めた超音波を利用することで人体の深部でも十分な強さの反射波を得るこ
とができ、画像診断能が向上する。
【００１３】
本明細書で開示する構成の一つは、超音波が互いに干渉するようにマトリクス状に配置さ
れた複数の振動子と、複数の振動子のぞれぞれと受信回路を介して接続されるメモリ回路
と、メモリ回路からデータを読み出して画像処理を行う画像処理回路と、画像処理回路か
ら出力される情報を表示する表示部とを少なくとも有する超音波診断装置である。
【００１４】
上記構成において、振動子の間隔は、超音波の波長の一周期分の距離と等しい。このよう
に振動子を配置することで超音波同士を重ねあわせて指向性を持たせる。また、超音波同
士を干渉させて強めあうことで減衰を抑える。
【００１５】
また、本明細書で開示する構成の一つは、超音波の１周期分の間隔で配置された２個以上
の振動子を有するプローブと、２個以上の振動子のぞれぞれと受信回路を介して接続され
る複数のメモリ回路と、を有し、振動子で受信した超音波はアナログデータであり、その
アナログデータを振動子と対応するメモリ回路に保持する超音波診断装置である。
【００１６】
上記構成において、前記２個以上の振動子のうち、一つの前記振動子から出力される電圧
を時間毎に区切って複数のメモリ回路にアナログデータを保持する。
【００１７】
上記各構成において、メモリ回路は、酸化物半導体を有するトランジスタと、前記トラン
ジスタと電気的に接続する容量と、を有する。酸化物半導体を有するトランジスタを用い
ることで該トランジスタのオフ状態でのリーク電流を小さくすることができ、メモリ回路



(4) JP 2020-58649 A 2020.4.16

10

20

30

40

50

のデータ保持時間を長くすることができる。
【００１８】
メモリ回路に保持したデータを読み出し、画像表示するために画像処理を行えば、表示部
での表示が可能となる。表示部で表示される画像は、白黒またはカラー画像とする。一回
の超音波の受信で得られる画像データは一方向分（例えば画像の一列分）となる。複数の
方向に超音波を発信し、得られる画像データをつなぎ合わせることで１つの画像を構成す
ることができ、このような画像処理を繰り返せば動画も得ることができる。なお、超音波
の発信は、連続発振か、ハルス波発信かいずれか一方を適宜選択すればよい。
【００１９】
また、複数の二次元画像データを用いて奥行き演算処理を行うことで３次元画像データを
構成することもできる。
【００２０】
さらにＡＩシステムを用いる超音波画像処理システムにより、画像診断能の向上を可能と
することもできる。
【００２１】
ＡＩシステムを構築するためのソフトウェアのオペレーティングシステムには、Ｗｉｎｄ
ｏｗｓ（登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）、ｍａｃＯＳ（登録商標）等の各種オペレー
ティングシステムを用いることができる。ソフトウェアのプログラムは、Ｐｙｔｈｏｎ、
Ｇｏ、Ｐｅｒｌ、Ｒｕｂｙ、Ｐｒｅｌｏｇ、Ｖｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃ、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｓ
ｗｉｆｔ、Ｊａｖａ（登録商標）、．ＮＥＴなどの各種プログラミング言語で記述できる
。また、アプリケーションをＣｈａｉｎｅｒ（Ｐｙｔｈｏｎで利用できる）、Ｃａｆｆｅ
（ＰｙｔｈｏｎおよびＣ＋＋で利用できる）、ＴｅｎｓｏｒＦｌｏｗ（Ｃ、Ｃ＋＋、およ
びＰｙｔｈｏｎで利用できる）等のフレームワークを使用して作成してもよい。ＣＮＮモ
デルでは大量の畳み込み（Ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎ）処理が必要になる。畳み込み処理は
積和演算を使用するため、省電力な積和演算回路を構成できるＬＳＩチップ、特に酸化物
半導体材料を用いるトランジスタを用いたＩＣチップを用いることができる。ＡＩシステ
ムを組み込んだＩＣは、ニューラルネット演算を行う回路（マイクロコンピュータ）と呼
ぶ場合もある。
【００２２】
また、定期的に得られるデータをニューラルネットワーク部に入力し、学習を行うことに
より、ニューラルネットワーク処理における演算により、特徴量が抽出され、画像診断能
が向上する。なお、学習のためのデータは、通信機能を用いて外部にあるサーバーなどに
蓄積し、外部のデバイスでニューラルネットワーク処理を行い、重み係数などを算出して
おき、重み係数などに応じて外部から超音波診断装置を制御するシステムとしてもよい。
【発明の効果】
【００２３】
複数の振動子からの超音波を意図的に互いに干渉させることで、高周波であっても減衰し
にくく、人体の深部においても十分な反射波のデータを取得することができる。例えば、
肝臓、膵臓などの診断において、超音波断層像（二次元）を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一態様を示す超音波診断装置である。
【図２】本発明の一態様を示す超音波の干渉の様子を示す模式図である。
【図３】本発明の一態様を示すブロック図である。
【図４】本発明の一態様を示すブロック図である。
【図５】本発明の一態様を示すフローチャートである。
【図６】本発明の一態様を示すメモリ回路とタイミングチャートを示す図である。
【図７】超音波発信の複数の物質の反射を示す模式図である。
【図８】半導体装置の動作を説明する断面模式図。
【図９】半導体装置の構成を説明する断面模式図。
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【図１０】半導体装置の構成を説明する断面模式図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は
以下の説明に限定されず、その形態および詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれ
ば容易に理解される。また、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈さ
れるものではない。
【００２６】
（実施の形態１）
図１（Ａ）は超音波診断装置の外観の一例を示す斜視図である。超音波診断装置は、プロ
ーブ１０１と、筐体１０３と、表示部１０４とを有し、筐体１０３内には、電源、制御回
路、データを保存するための記憶媒体、他の機器と接続するためのインターフェースなど
を有している。また、データ解析、画像処理などは、これらの処理を実行するプログラム
をインストールしたコンピュータを筐体１０３に設けることが好ましい。コンピュータに
画像処理などを実行させることのできるプログラムは磁気ディスク（ハードディスクなど
）光ディスク、半導体メモリなどの記録媒体に格納して頒布することもできる。なお、超
音波診断装置の下面の複数箇所には車輪などの移動手段を設けてもよい。
【００２７】
図１（Ａ）に示す超音波診断装置は、人体などの生体の被測定物に対してプローブ１０１
（探触子）の振動子から超音波を送信し、反射した超音波の反射波を受信し、そのデータ
に基づいて被測定物の内部状態を画像として表示部１０４に表示する。振動子は超音波を
送受信する部分であり、ＰＺＴ（ジルコン酸チタン酸鉛）やＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリ
デン）などのピエゾ効果を備える材料で作製された圧電素子を用いる。
【００２８】
図１（Ｂ）は超音波診断装置のプローブ１０１の拡大模式図である。プローブ１０１内に
設けられる一つの振動子１０２のサイズは数十μｍ角であり、複数の振動子１０２をマト
リクス状に配置する。それぞれの振動子の間隔は、使用する超音波の波長の一周期分の距
離に合わせることが好ましく、例えば周波数２ＭＨｚ以上１０ＭＨｚ以下の超音波を用い
る場合には、０．１５３ｍｍ以上０．７６５ｍｍ以下のピッチで配置すればよい。
【００２９】
図２（Ａ）には２つの振動子１０２が同時に発信する場合に干渉している様子を示してい
る。また、図２（Ｂ）には、２つの振動子１０２が少しずつ発信タイミングの異なる超音
波を発信する様子を示している。特定の方向に強めあう波を作り出し、指向性を持たせて
いる。
【００３０】
従来、超音波に指向性を持たせる場合は、超音波が広がらないように平面の波を発信する
が、このとき超音波は減衰し、さらにある距離から広がって指向性がなくなってしまう。
本実施の形態では、意図的に放射状に超音波を発信させ、多くの波を重ねあわせることで
指向性を持たせ、また干渉により強めあうことで減衰を抑えることができる。
【００３１】
また、発信時は、複数の振動子がそれぞれ少しずつタイミングをずらして超音波を発信す
る。タイミングをずらすことで超音波同士の干渉を制御し、特定の方向へ超音波を発信す
る。受信時は、すべての振動子の受信する反射エコーを電圧に変換し、メモリに書き込む
。なるべく多くの振動子で受信することで、振動子同士の受信信号を比較して、超音波を
反射した物質の方向や距離を精度よく特定でき、被測定物内の詳細な３次元計測結果が得
られる。
【００３２】
図３にプローブ１０１から表示部１０４までのブロック図を示す。プローブ１０１は２個
以上の振動子を備え、送信回路から印加された送信信号を各振動子から超音波信号として
被測定物に送信する一方、被測定物内で発生した超音波エコー信号を受信し、電気信号で
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ある受信信号として受信回路に出力する機能を有する。
【００３３】
制御回路１０９の指示により送信回路１０５から所望の超音波をプローブ１０１から発信
する命令がされる。複数の振動子から干渉させた超音波をプローブ１０１から被測定物に
照射し、被測定物に照射した超音波の一部が反射してプローブ１０１で受信する。プロー
ブ１０１で受信した超音波の反射波はアナログ電圧データとして受信され、メモリ回路１
０７にアナログデータのまま保持される。本実施の形態では、振動子１０２を多く用いる
ため、メモリの容量も多く必要とするが、アナログメモリにすることで回路規模を抑えて
小さくできる。アナログデータを用いることで正確な値を得ることができる。また、コン
バータなどを用いずに、アナログデータをアナログメモリに記憶させるため、電力効率よ
く記憶させることができる。保持されたアナログ電圧データは画像処理回路１０８によっ
て順次画像処理され、表示部１０４に表示される。
【００３４】
また、振動子１０２とメモリ回路１０７の関係を示すブロック図を図４に示す。図４に示
すように、ｎ（ｎは自然数）個の振動子１０２に対してｎ個のメモリが用意される。各メ
モリには複数のメモリセルが用意される。振動子から出力されるアナログ電圧データを時
間ごとに区切って各メモリセルに書き込む。
【００３５】
ここで図５に、超音波の発信から画面表示までのフローチャートの一例を示す。
【００３６】
ステップ１として、被測定物のある方向に超音波を発信する。ステップ２として発信した
超音波の反射波を受信する。ステップ３として振動子により反射波から得られたアナログ
電圧データを時間ごとに各メモリセルに書き込む。ステップ４としてメモリに書き込まれ
たアナログ電圧を順次または一度に読み出す。読出し後、測定物の別の方向に超音波を出
力する。ステップ５として、読み出されたデータは画像処理される。画像処理のために必
要応じてＡＤ／ＤＡ変換も行う。ステップ６として、画像処理されたデータが画面に表示
される。
【００３７】
なお、一度の超音波送信により得られる画像データは、１方向分（例えば画像の１列分）
になる。複数の方向に超音波を発信し、得られる画像データをつなぎ合わせることで１つ
の画像になる。これを何度も繰りかえせば動画にもなる。このような画像処理は、マイク
ロコンピュータなどを用いて実行することができる。また、ＡＩ（Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ
　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ）システムを組み込んだＩＣ（推論チップとも呼ぶ）を用い
てもよい。ＡＩシステムを組み込んだＩＣは、ニューラルネット演算を行う回路（マイク
ロコンピュータ）と呼ぶ場合もある。このようなＡＩシステムを組み込んだＩＣチップを
用いる場合には、システム構成を簡素化できる。システムを簡素化すると、演算に用いる
電力を削減でき、システム全体として省電力化が図れる。
【００３８】
図６（Ａ）に、アナログメモリ１セルの回路図を示す。選択１のトランジスタで、メモリ
に電圧を書き込むアドレスを選択する。電圧を書き込む容量は小さい方が書込み時間は短
く、フレームレートを上げることができるため、選択１のトランジスタはオフ電流の少な
いＯＳ－ＦＥＴが望ましい。書込み後、選択２のトランジスタが開き読みだされ、画像処
理される。なお、ＯＳ－ＦＥＴとは、Ｉｎ、Ｇａ、及びＺｎを少なくとも含む酸化物半導
体を活性層とするトランジスタである。
【００３９】
以下に、図６（Ａ）のメモリセルの選択１、選択２のトランジスタのゲート制御について
述べる。
【００４０】
選択１はメモリ書込み時に開き、選択２はメモリ読出し時に開く。例えば、図４のメモリ
１内のメモリセルを１－１、１－２、…１－ｎ（ｎは１より大きい整数）とすると、選択
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１と選択２のゲートのタイミングチャートは図６（Ｂ）のようになる。メモリセル１－１
の選択１が開いて書き込まれた後、選択１が閉じたとき、１－１の選択２が開いて読みだ
され、同時に１－２の選択１が開き書き込まれる。これを順番に繰り返す。図５のフロー
チャートにおいて、メモリ書込み後、メモリ読出しとあるが、厳密には図６（Ｂ）のタイ
ミングチャートのように書き込みをしながら、順次読出しも行っている。
【００４１】
また、メモリの書き込み時間は短い方が好ましい。例えば図７のように、発信された超音
波が体内の物質１で反射するエコーを反射１、物質２で反射するエコーを反射２とする。
物質１と物質２の距離が近いとき、反射１と反射２はほとんど同時に反射するため、メモ
リ書込み時間が長いと２つの反射が一緒に書き込まれてしまって区別できなくなってしま
う。書込み時間を短くするには図６（Ａ）の回路の容量を小さくすればよい。その場合、
選択１のリーク電流を小さくする必要があるので、ＯＳ－ＦＥＴを採用することが好まし
い。
【００４２】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、上記実施の形態で説明した半導体装置の構成に適用可能なトランジ
スタの構成、具体的には異なる電気特性を有するトランジスタを積層して設ける構成につ
いて説明する。特に本実施の形態では、半導体装置を構成するメモリ回路が有する各トラ
ンジスタの構成について説明する。当該構成とすることで、半導体装置の設計自由度を高
めることができる。また、異なる電気特性を有するトランジスタを積層して設けることで
、半導体装置の集積度を高めることができる。
【００４３】
　図８に示す半導体装置は、トランジスタ３００と、トランジスタ５００と、容量素子６
００と、を有している。図１０（Ａ）はトランジスタ５００のチャネル長方向の断面図で
あり、図１０（Ｂ）はトランジスタ５００のチャネル幅方向の断面図であり、図１０（Ｃ
）はトランジスタ３００のチャネル幅方向の断面図である。
【００４４】
　トランジスタ５００は、チャネル形成領域に金属酸化物を有するトランジスタ（ＯＳト
ランジスタ）である。トランジスタ５００は、オフ電流が小さいため、これを半導体装置
が有するＯＳトランジスタに用いることにより、長期にわたり書き込んだデータ電圧ある
いは電荷を保持することが可能である。つまり、リフレッシュ動作の頻度が少ない、ある
いは、リフレッシュ動作を必要としないため、半導体装置の消費電力を低減することがで
きる。
【００４５】
　本実施の形態で説明する半導体装置は、図８に示すようにトランジスタ３００、トラン
ジスタ５００、容量素子６００を有する。トランジスタ５００はトランジスタ３００の上
方に設けられ、容量素子６００はトランジスタ３００、及びトランジスタ５００の上方に
設けられている。なお、容量素子６００は、メモリ回路１０７における容量素子Ｃｓなど
とすることができる。
【００４６】
　トランジスタ３００は、基板３１１上に設けられ、導電体３１６、絶縁体３１５、基板
３１１の一部からなる半導体領域３１３、ソース領域又はドレイン領域として機能する低
抵抗領域３１４ａ、及び低抵抗領域３１４ｂを有する。なお、トランジスタ３００は、例
えば、上記実施の形態におけるメモリ回路１０７が有するトランジスタ等に適用すること
ができる。
【００４７】
　トランジスタ３００は、図１０（Ｃ）に示すように、半導体領域３１３の上面及びチャ
ネル幅方向の側面が絶縁体３１５を介して導電体３１６に覆われている。このように、ト
ランジスタ３００をＦｉｎ型とすることにより、実効上のチャネル幅が増大することによ
りトランジスタ３００のオン特性を向上させることができる。また、ゲート電極の電界の
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寄与を高くすることができるため、トランジスタ３００のオフ特性を向上させることがで
きる。
【００４８】
　なお、トランジスタ３００は、ｐチャネル型、あるいはｎチャネル型のいずれでもよい
。
【００４９】
　半導体領域３１３のチャネルが形成される領域、その近傍の領域、ソース領域、又はド
レイン領域となる低抵抗領域３１４ａ、及び低抵抗領域３１４ｂなどにおいて、シリコン
系半導体などの半導体を含むことが好ましく、単結晶シリコンを含むことが好ましい。又
は、Ｇｅ（ゲルマニウム）、ＳｉＧｅ（シリコンゲルマニウム）、ＧａＡｓ（ガリウムヒ
素）、ＧａＡｌＡｓ（ガリウムアルミニウムヒ素）などを有する材料で形成してもよい。
結晶格子に応力を与え、格子間隔を変化させることで有効質量を制御したシリコンを用い
た構成としてもよい。又はＧａＡｓとＧａＡｌＡｓ等を用いることで、トランジスタ３０
０をＨＥＭＴ（Ｈｉｇｈ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ
）としてもよい。
【００５０】
　低抵抗領域３１４ａ、及び低抵抗領域３１４ｂは、半導体領域３１３に適用される半導
体材料に加え、ヒ素、リンなどのｎ型の導電性を付与する元素、又はホウ素などのｐ型の
導電性を付与する元素を含む。
【００５１】
　ゲート電極として機能する導電体３１６は、ヒ素、リンなどのｎ型の導電性を付与する
元素、もしくはホウ素などのｐ型の導電性を付与する元素を含むシリコンなどの半導体材
料、金属材料、合金材料、又は金属酸化物材料などの導電性材料を用いることができる。
【００５２】
　なお、導電体の材料によって仕事関数が決まるため、当該導電体の材料を選択すること
で、トランジスタのしきい値電圧を調整することができる。具体的には、導電体に窒化チ
タンや窒化タンタルなどの材料を用いることが好ましい。さらに導電性と埋め込み性を両
立するために導電体にタングステンやアルミニウムなどの金属材料を積層として用いるこ
とが好ましく、特にタングステンを用いることが耐熱性の点で好ましい。
【００５３】
　なお、図８に示すトランジスタ３００は一例であり、その構造に限定されず、回路構成
や駆動方法に応じて適切なトランジスタを用いればよい。例えば、半導体装置をＯＳトラ
ンジスタのみの単極性回路（ｎチャネル型トランジスタのみ、などと同極性のトランジス
タを意味する）とする場合、図９に示すとおり、トランジスタ３００の構成を、酸化物半
導体を用いているトランジスタ５００と同様の構成にすればよい。なお、トランジスタ５
００の詳細については後述する。
【００５４】
　トランジスタ３００を覆って、絶縁体３２０、絶縁体３２２、絶縁体３２４、及び絶縁
体３２６が順に積層して設けられている。
【００５５】
　絶縁体３２０、絶縁体３２２、絶縁体３２４、及び絶縁体３２６として、例えば、酸化
シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸
化窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウム、窒化アルミニウムなどを用いればよい。
【００５６】
　なお、本明細書中において、酸化窒化シリコンとは、その組成として窒素よりも酸素の
含有量が多い材料を指し、窒化酸化シリコンとは、その組成として、酸素よりも窒素の含
有量が多い材料を示す。また、本明細書中において、酸化窒化アルミニウムとは、その組
成として窒素よりも酸素の含有量が多い材料を指し、窒化酸化アルミニウムとは、その組
成として、酸素よりも窒素の含有量が多い材料を示す。
【００５７】
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　絶縁体３２２は、その下方に設けられるトランジスタ３００などによって生じる段差を
平坦化する平坦化膜としての機能を有していてもよい。例えば、絶縁体３２２の上面は、
平坦性を高めるために化学機械研磨（ＣＭＰ）法等を用いた平坦化処理により平坦化され
ていてもよい。
【００５８】
　また、絶縁体３２４には、基板３１１、又はトランジスタ３００などから、トランジス
タ５００が設けられる領域に、水素や不純物が拡散しないようなバリア性を有する膜を用
いることが好ましい。
【００５９】
　水素に対するバリア性を有する膜の一例として、例えば、ＣＶＤ法で形成した窒化シリ
コンを用いることができる。ここで、トランジスタ５００等の酸化物半導体を有する半導
体素子に、水素が拡散することで、当該半導体素子の特性が低下する場合がある。したが
って、トランジスタ５００と、トランジスタ３００との間に、水素の拡散を抑制する膜を
用いることが好ましい。水素の拡散を抑制する膜とは、具体的には、水素の脱離量が少な
い膜とする。
【００６０】
　水素の脱離量は、例えば、昇温脱離ガス分析法（ＴＤＳ）などを用いて分析することが
できる。例えば、絶縁体３２４の水素の脱離量は、ＴＤＳ分析において、膜の表面温度が
５０℃から５００℃の範囲において、水素原子に換算した脱離量が、絶縁体３２４の面積
当たりに換算して、１０×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ２以下、好ましくは５×１０１５ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ２以下であればよい。
【００６１】
　なお、絶縁体３２６は、絶縁体３２４よりも誘電率が低いことが好ましい。例えば、絶
縁体３２６の比誘電率は４未満が好ましく、３未満がより好ましい。また例えば、絶縁体
３２６の比誘電率は、絶縁体３２４の比誘電率の０．７倍以下が好ましく、０．６倍以下
がより好ましい。誘電率が低い材料を層間膜とすることで、配線間に生じる寄生容量を低
減することができる。
【００６２】
　また、絶縁体３２０、絶縁体３２２、絶縁体３２４、及び絶縁体３２６には容量素子６
００、又はトランジスタ５００と接続する導電体３２８、及び導電体３３０等が埋め込ま
れている。なお、導電体３２８、及び導電体３３０は、プラグ又は配線としての機能を有
する。また、プラグ又は配線としての機能を有する導電体は、複数の構造をまとめて同一
の符号を付与する場合がある。また、本明細書等において、配線と、配線と接続するプラ
グとが一体物であってもよい。すなわち、導電体の一部が配線として機能する場合、及び
導電体の一部がプラグとして機能する場合もある。
【００６３】
　各プラグ、及び配線（導電体３２８、導電体３３０等）の材料としては、金属材料、合
金材料、金属窒化物材料、又は金属酸化物材料などの導電性材料を、単層又は積層して用
いることができる。耐熱性と導電性を両立するタングステンやモリブデンなどの高融点材
料を用いることが好ましく、タングステンを用いることが好ましい。又は、アルミニウム
や銅などの低抵抗導電性材料で形成することが好ましい。低抵抗導電性材料を用いること
で配線抵抗を低くすることができる。
【００６４】
　絶縁体３２６、及び導電体３３０上に、配線層を設けてもよい。例えば、図８において
、絶縁体３５０、絶縁体３５２、及び絶縁体３５４が順に積層して設けられている。また
、絶縁体３５０、絶縁体３５２、及び絶縁体３５４には、導電体３５６が形成されている
。導電体３５６は、トランジスタ３００と接続するプラグ、又は配線としての機能を有す
る。なお導電体３５６は、導電体３２８、及び導電体３３０と同様の材料を用いて設ける
ことができる。
【００６５】
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　なお、例えば、絶縁体３５０は、絶縁体３２４と同様に、水素に対するバリア性を有す
る絶縁体を用いることが好ましい。また、導電体３５６は、水素に対するバリア性を有す
る導電体を含むことが好ましい。特に、水素に対するバリア性を有する絶縁体３５０が有
する開口部に、水素に対するバリア性を有する導電体が形成される。当該構成により、ト
ランジスタ３００とトランジスタ５００とは、バリア層により分離することができ、トラ
ンジスタ３００からトランジスタ５００への水素の拡散を抑制することができる。
【００６６】
　なお、水素に対するバリア性を有する導電体としては、例えば、窒化タンタル等を用い
るとよい。また、窒化タンタルと導電性が高いタングステンを積層することで、配線とし
ての導電性を保持したまま、トランジスタ３００からの水素の拡散を抑制することができ
る。この場合、水素に対するバリア性を有する窒化タンタル層が、水素に対するバリア性
を有する絶縁体３５０と接する構造であることが好ましい。
【００６７】
　絶縁体３５４、及び導電体３５６上に、配線層を設けてもよい。例えば、図８において
、絶縁体３６０、絶縁体３６２、及び絶縁体３６４が順に積層して設けられている。また
、絶縁体３６０、絶縁体３６２、及び絶縁体３６４には、導電体３６６が形成されている
。導電体３６６は、プラグ又は配線としての機能を有する。なお導電体３６６は、導電体
３２８、及び導電体３３０と同様の材料を用いて設けることができる。
【００６８】
　なお、例えば、絶縁体３６０は、絶縁体３２４と同様に、水素に対するバリア性を有す
る絶縁体を用いることが好ましい。また、導電体３６６は、水素に対するバリア性を有す
る導電体を含むことが好ましい。特に、水素に対するバリア性を有する絶縁体３６０が有
する開口部に、水素に対するバリア性を有する導電体が形成される。当該構成により、ト
ランジスタ３００とトランジスタ５００とは、バリア層により分離することができ、トラ
ンジスタ３００からトランジスタ５００への水素の拡散を抑制することができる。
【００６９】
　絶縁体３６４、及び導電体３６６上に、配線層を設けてもよい。例えば、図８において
、絶縁体３７０、絶縁体３７２、及び絶縁体３７４が順に積層して設けられている。また
、絶縁体３７０、絶縁体３７２、及び絶縁体３７４には、導電体３７６が形成されている
。導電体３７６は、プラグ又は配線としての機能を有する。なお導電体３７６は、導電体
３２８、及び導電体３３０と同様の材料を用いて設けることができる。
【００７０】
　なお、例えば、絶縁体３７０は、絶縁体３２４と同様に、水素に対するバリア性を有す
る絶縁体を用いることが好ましい。また、導電体３７６は、水素に対するバリア性を有す
る導電体を含むことが好ましい。特に、水素に対するバリア性を有する絶縁体３７０が有
する開口部に、水素に対するバリア性を有する導電体が形成される。当該構成により、ト
ランジスタ３００とトランジスタ５００とは、バリア層により分離することができ、トラ
ンジスタ３００からトランジスタ５００への水素の拡散を抑制することができる。
【００７１】
　絶縁体３７４、及び導電体３７６上に、配線層を設けてもよい。例えば、図８において
、絶縁体３８０、絶縁体３８２、及び絶縁体３８４が順に積層して設けられている。また
、絶縁体３８０、絶縁体３８２、及び絶縁体３８４には、導電体３８６が形成されている
。導電体３８６は、プラグ又は配線としての機能を有する。なお導電体３８６は、導電体
３２８、及び導電体３３０と同様の材料を用いて設けることができる。
【００７２】
　なお、例えば、絶縁体３８０は、絶縁体３２４と同様に、水素に対するバリア性を有す
る絶縁体を用いることが好ましい。また、導電体３８６は、水素に対するバリア性を有す
る導電体を含むことが好ましい。特に、水素に対するバリア性を有する絶縁体３８０が有
する開口部に、水素に対するバリア性を有する導電体が形成される。当該構成により、ト
ランジスタ３００とトランジスタ５００とは、バリア層により分離することができ、トラ
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ンジスタ３００からトランジスタ５００への水素の拡散を抑制することができる。
【００７３】
　上記において、導電体３５６を含む配線層、導電体３６６を含む配線層、導電体３７６
を含む配線層、及び導電体３８６を含む配線層、について説明したが、本実施の形態に係
る半導体装置はこれに限られるものではない。導電体３５６を含む配線層と同様の配線層
を３層以下にしてもよいし、導電体３５６を含む配線層と同様の配線層を５層以上にして
もよい。
【００７４】
　絶縁体３８４上には絶縁体５１０、絶縁体５１２、絶縁体５１４、及び絶縁体５１６が
、順に積層して設けられている。絶縁体５１０、絶縁体５１２、絶縁体５１４、及び絶縁
体５１６のいずれかは、酸素や水素に対してバリア性のある物質を用いることが好ましい
。
【００７５】
　例えば、絶縁体５１０、及び絶縁体５１４には、例えば、基板３１１、又はトランジス
タ３００を設ける領域などから、トランジスタ５００を設ける領域に、水素や不純物が拡
散しないようなバリア性を有する膜を用いることが好ましい。したがって、絶縁体３２４
と同様の材料を用いることができる。
【００７６】
　水素に対するバリア性を有する膜の一例として、ＣＶＤ法で形成した窒化シリコンを用
いることができる。ここで、トランジスタ５００等の酸化物半導体を有する半導体素子に
、水素が拡散することで、当該半導体素子の特性が低下する場合がある。したがって、ト
ランジスタ５００と、トランジスタ３００との間に、水素の拡散を抑制する膜を用いるこ
とが好ましい。水素の拡散を抑制する膜とは、具体的には、水素の脱離量が少ない膜とす
る。
【００７７】
　また、水素に対するバリア性を有する膜として、例えば、絶縁体５１０、及び絶縁体５
１４には、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化タンタルなどの金属酸化物を用いる
ことが好ましい。
【００７８】
　特に、酸化アルミニウムは、酸素、及びトランジスタの電気特性の変動要因となる水素
、水分などの不純物、の両方に対して膜を透過させない遮断効果が高い。したがって、酸
化アルミニウムは、トランジスタの作製工程中及び作製後において、水素、水分などの不
純物のトランジスタ５００への混入を防止することができる。また、トランジスタ５００
を構成する酸化物からの酸素の放出を抑制することができる。そのため、トランジスタ５
００に対する保護膜として用いることに適している。
【００７９】
　また、例えば、絶縁体５１２、及び絶縁体５１６には、絶縁体３２０と同様の材料を用
いることができる。また、これらの絶縁体に、比較的誘電率が低い材料を適用することで
、配線間に生じる寄生容量を低減することができる。例えば、絶縁体５１２、及び絶縁体
５１６として、酸化シリコン膜や酸化窒化シリコン膜などを用いることができる。
【００８０】
　また、絶縁体５１０、絶縁体５１２、絶縁体５１４、及び絶縁体５１６には、導電体５
１８、及びトランジスタ５００を構成する導電体（例えば、導電体５０３）等が埋め込ま
れている。なお、導電体５１８は、容量素子６００、又はトランジスタ３００と接続する
プラグ、又は配線としての機能を有する。導電体５１８は、導電体３２８、及び導電体３
３０と同様の材料を用いて設けることができる。
【００８１】
　特に、絶縁体５１０、及び絶縁体５１４と接する領域の導電体５１８は、酸素、水素、
及び水に対するバリア性を有する導電体であることが好ましい。当該構成により、トラン
ジスタ３００とトランジスタ５００とは、酸素、水素、及び水に対するバリア性を有する



(12) JP 2020-58649 A 2020.4.16

10

20

30

40

50

層で、分離することができ、トランジスタ３００からトランジスタ５００への水素の拡散
を抑制することができる。
【００８２】
　絶縁体５１６の上方には、トランジスタ５００が設けられている。
【００８３】
　図１０（Ａ）（Ｂ）に示すように、トランジスタ５００は、絶縁体５１４及び絶縁体５
１６に埋め込まれるように配置された導電体５０３と、絶縁体５１６及び導電体５０３の
上に配置された絶縁体５２０と、絶縁体５２０の上に配置された絶縁体５２２と、絶縁体
５２２の上に配置された絶縁体５２４と、絶縁体５２４の上に配置された酸化物５３０ａ
と、酸化物５３０ａの上に配置された酸化物５３０ｂと、酸化物５３０ｂ上に互いに離れ
て配置された導電体５４２ａ及び導電体５４２ｂと、導電体５４２ａ及び導電体５４２ｂ
上に配置され、導電体５４２ａと導電体５４２ｂの間に重畳して開口が形成された絶縁体
５８０と、開口の底面及び側面に配置された酸化物５３０ｃと、酸化物５３０ｃの形成面
に配置された絶縁体５５０と、絶縁体５５０の形成面に配置された導電体５６０と、を有
する。
【００８４】
　また、図１０（Ａ）（Ｂ）に示すように、酸化物５３０ａ、酸化物５３０ｂ、導電体５
４２ａ、及び導電体５４２ｂと、絶縁体５８０との間に絶縁体５４４が配置されることが
好ましい。また、図１０（Ａ）（Ｂ）に示すように、導電体５６０は、絶縁体５５０の内
側に設けられた導電体５６０ａと、導電体５６０ａの内側に埋め込まれるように設けられ
た導電体５６０ｂと、を有することが好ましい。また、図１０（Ａ）（Ｂ）に示すように
、絶縁体５８０、導電体５６０、及び絶縁体５５０の上に絶縁体５７４が配置されること
が好ましい。
【００８５】
　なお、以下において、酸化物５３０ａ、酸化物５３０ｂ、及び酸化物５３０ｃをまとめ
て酸化物５３０という場合がある。
【００８６】
　なお、トランジスタ５００では、チャネルが形成される領域と、その近傍において、酸
化物５３０ａ、酸化物５３０ｂ、及び酸化物５３０ｃの３層を積層する構成について示し
ているが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、酸化物５３０ｂの単層、酸化
物５３０ｂと酸化物５３０ａの２層構造、酸化物５３０ｂと酸化物５３０ｃの２層構造、
又は４層以上の積層構造を設ける構成にしてもよい。また、トランジスタ５００では、導
電体５６０を２層の積層構造として示しているが、本発明はこれに限られるものではない
。例えば、導電体５６０が、単層構造であってもよいし、３層以上の積層構造であっても
よい。また、図８、図１０（Ａ）に示すトランジスタ５００は一例であり、その構造に限
定されず、回路構成や駆動方法に応じて適切なトランジスタを用いればよい。
【００８７】
　ここで、導電体５６０は、トランジスタのゲート電極として機能し、導電体５４２ａ及
び導電体５４２ｂは、それぞれソース電極又はドレイン電極として機能する。上記のよう
に、導電体５６０は、絶縁体５８０の開口、及び導電体５４２ａと導電体５４２ｂに挟ま
れた領域に埋め込まれるように形成される。導電体５６０、導電体５４２ａ及び導電体５
４２ｂの配置は、絶縁体５８０の開口に対して、自己整合的に選択される。つまり、トラ
ンジスタ５００において、ゲート電極を、ソース電極とドレイン電極の間に、自己整合的
に配置させることができる。よって、導電体５６０を位置合わせのマージンを設けること
なく形成することができるので、トランジスタ５００の占有面積の縮小を図ることができ
る。これにより、半導体装置の微細化、高集積化を図ることができる。
【００８８】
　さらに、導電体５６０が、導電体５４２ａと導電体５４２ｂの間の領域に自己整合的に
形成されるので、導電体５６０は、導電体５４２ａ又は導電体５４２ｂと重畳する領域を
有さない。これにより、導電体５６０と導電体５４２ａ及び導電体５４２ｂとの間に形成
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される寄生容量を低減することができる。よって、トランジスタ５００のスイッチング速
度を向上させ、高い周波数特性を有せしめることができる。
【００８９】
　導電体５６０は、第１のゲート（トップゲートともいう）電極として機能する場合があ
る。また、導電体５０３は、第２のゲート（ボトムゲートともいう）電極として機能する
場合がある。その場合、導電体５０３に印加する電位を、導電体５６０に印加する電位と
、連動させず、独立して変化させることで、トランジスタ５００のしきい値電圧を制御す
ることができる。特に、導電体５０３に負の電位を印加することにより、トランジスタ５
００のしきい値電圧を０Ｖより大きくし、オフ電流を低減することが可能となる。したが
って、導電体５０３に負の電位を印加したほうが、印加しない場合よりも、導電体５６０
に印加する電位が０Ｖのときのドレイン電流を小さくすることができる。
【００９０】
　導電体５０３は、酸化物５３０、及び導電体５６０と、重なるように配置する。これに
より、導電体５６０、及び導電体５０３に電位を印加した場合、導電体５６０から生じる
電界と、導電体５０３から生じる電界と、がつながり、酸化物５３０に形成されるチャネ
ル形成領域を覆うことができる。本明細書等において、第１のゲート電極、及び第２のゲ
ート電極の電界によって、チャネル形成領域を電気的に取り囲むトランジスタの構造を、
ｓｕｒｒｏｕｎｄｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ（Ｓ－ｃｈａｎｎｅｌ）構造とよぶ。
【００９１】
　また、導電体５０３は、導電体５１８と同様の構成であり、絶縁体５１４及び絶縁体５
１６の開口の内壁に接して導電体５０３ａが形成され、さらに内側に導電体５０３ｂが形
成されている。なお、トランジスタ５００では、導電体５０３ａ及び導電体５０３ｂを積
層する構成について示しているが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、導電
体５０３は、単層、又は３層以上の積層構造として設ける構成にしてもよい。
【００９２】
　ここで、導電体５０３ａは、水素原子、水素分子、水分子、銅原子などの不純物の拡散
を抑制する機能を有する（上記不純物が透過しにくい。）導電性材料を用いることが好ま
しい。又は、酸素（例えば、酸素原子、酸素分子などの少なくとも一）の拡散を抑制する
機能を有する（上記酸素が透過しにくい。）導電性材料を用いることが好ましい。なお、
本明細書において、不純物、又は酸素の拡散を抑制する機能とは、上記不純物、又は上記
酸素のいずれか一又は、すべての拡散を抑制する機能とする。
【００９３】
　例えば、導電体５０３ａが酸素の拡散を抑制する機能を持つことにより、導電体５０３
ｂが酸化して導電率が低下することを抑制することができる。
【００９４】
　また、導電体５０３が配線の機能を兼ねる場合、導電体５０３ｂは、タングステン、銅
、又はアルミニウムを主成分とする、導電性が高い導電性材料を用いることが好ましい。
その場合、導電体５０５は、必ずしも設けなくともよい。なお、導電体５０３ｂを単層で
図示したが、積層構造としてもよく、例えば、チタン、窒化チタンと上記導電性材料との
積層としてもよい。
【００９５】
　絶縁体５２０、絶縁体５２２、絶縁体５２４、及び絶縁体５５０は、第２のゲート絶縁
膜としての機能を有する。
【００９６】
　ここで、酸化物５３０と接する絶縁体５２４は、化学量論的組成を満たす酸素よりも多
くの酸素を含む絶縁体を用いることが好ましい。つまり、絶縁体５２４には、過剰酸素領
域が形成されていることが好ましい。このような過剰酸素を含む絶縁体を酸化物５３０に
接して設けることにより、酸化物５３０中の酸素欠損を低減し、トランジスタ５００の信
頼性を向上させることができる。
【００９７】
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　過剰酸素領域を有する絶縁体として、具体的には、加熱により一部の酸素が脱離する酸
化物材料を用いることが好ましい。加熱により酸素を脱離する酸化物とは、ＴＤＳ（Ｔｈ
ｅｒｍａｌ　Ｄｅｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）分析にて、酸素原子に
換算しての酸素の脱離量が１．０×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、好ましくは１．０
×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、さらに好ましくは２．０×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃ
ｍ３以上、又は３．０×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上である酸化物膜である。なお、
上記ＴＤＳ分析時における膜の表面温度としては１００℃以上７００℃以下、又は１００
℃以上４００℃以下の範囲が好ましい。
【００９８】
　また、絶縁体５２４が、過剰酸素領域を有する場合、絶縁体５２２は、酸素（例えば、
酸素原子、酸素分子など）の拡散を抑制する機能を有する（上記酸素が透過しにくい）こ
とが好ましい。
【００９９】
　絶縁体５２２が、酸素や不純物の拡散を抑制する機能を有することで、酸化物５３０が
有する酸素は、絶縁体５２０側へ拡散することがなく、好ましい。また、導電体５０３が
、絶縁体５２４や、酸化物５３０が有する酸素と反応することを抑制することができる。
【０１００】
　絶縁体５２２は、例えば、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、アルミニウム及びハフ
ニウムを含む酸化物（ハフニウムアルミネート）、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、チ
タン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）、チタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３）、又は（Ｂａ
，Ｓｒ）ＴｉＯ３（ＢＳＴ）などのいわゆるｈｉｇｈ－ｋ材料を含む絶縁体を単層又は積
層で用いることが好ましい。トランジスタの微細化、及び高集積化が進むと、ゲート絶縁
膜の薄膜化により、リーク電流などの問題が生じる場合がある。ゲート絶縁膜として機能
する絶縁体にｈｉｇｈ－ｋ材料を用いることで、物理膜厚を保ちながら、トランジスタ動
作時のゲート電位の低減が可能となる。
【０１０１】
　特に、不純物、及び酸素などの拡散を抑制する機能を有する（上記酸素が透過しにくい
）絶縁性材料であるアルミニウム、ハフニウムの一方又は双方の酸化物を含む絶縁体を用
いるとよい。アルミニウム、ハフニウムの一方又は双方の酸化物を含む絶縁体として、酸
化アルミニウム、酸化ハフニウム、アルミニウム及びハフニウムを含む酸化物（ハフニウ
ムアルミネート）などを用いることが好ましい。このような材料を用いて絶縁体５２２を
形成した場合、絶縁体５２２は、酸化物５３０からの酸素の放出や、トランジスタ５００
の周辺部から酸化物５３０への水素等の不純物の混入を抑制する層として機能する。
【０１０２】
　又は、これらの絶縁体に、例えば、酸化アルミニウム、酸化ビスマス、酸化ゲルマニウ
ム、酸化ニオブ、酸化シリコン、酸化チタン、酸化タングステン、酸化イットリウム、酸
化ジルコニウムを添加してもよい。又はこれらの絶縁体を窒化処理してもよい。上記の絶
縁体に酸化シリコン、酸化窒化シリコン又は窒化シリコンを積層して用いてもよい。
【０１０３】
　また、絶縁体５２０は、熱的に安定していることが好ましい。例えば、酸化シリコン及
び酸化窒化シリコンは、熱的に安定であるため、好適である。また、ｈｉｇｈ－ｋ材料の
絶縁体を酸化シリコン、または酸化窒化シリコンと組み合わせることで、熱的に安定かつ
比誘電率の高い積層構造の絶縁体５２０や、絶縁体５２６を得ることができる。
【０１０４】
　なお、図１０（Ａ）（Ｂ）のトランジスタ５００では、３層の積層構造からなる第２の
ゲート絶縁膜として、絶縁体５２０、絶縁体５２２、及び絶縁体５２４が図示されている
が、第２のゲート絶縁膜は、単層、２層、又は４層以上の積層構造を有していてもよい。
その場合、同じ材料からなる積層構造に限定されず、異なる材料からなる積層構造でもよ
い。
【０１０５】
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　トランジスタ５００は、チャネル形成領域を含む酸化物５３０に、酸化物半導体として
機能する金属酸化物を用いることが好ましい。例えば、酸化物５３０として、Ｉｎ－Ｍ－
Ｚｎ酸化物（元素Ｍは、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、銅、バナジウム、ベリ
リウム、ホウ素、チタン、鉄、ニッケル、ゲルマニウム、ジルコニウム、モリブデン、ラ
ンタン、セリウム、ネオジム、ハフニウム、タンタル、タングステン、又はマグネシウム
などから選ばれた一種、又は複数種）等の金属酸化物を用いるとよい。特に、酸化物５３
０として適用できるＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物は、ＣＡＡＣ－ＯＳ（ｃ－ａｘｉｓ　ａｌｉｇ
ｎｅｄ　ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　ｏｘｉｄｅ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）、ＣＡＣ
－ＯＳ（Ｃｌｏｕｄ－Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　ｏｘｉｄｅ　ｓｅｍｉｃｏ
ｎｄｕｃｔｏｒ）であることが好ましい。ＣＡＡＣ－ＯＳとはＣＡＡＣ構造を有する酸化
物を指しており、ＣＡＡＣ構造とは、複数のＩＧＺＯのナノ結晶がｃ軸配向を有し、かつ
ａ－ｂ面においては配向せずに連結した結晶構造である。また、ＣＡＣ－ＯＳとは、例え
ば、金属酸化物を構成する元素が、０．５ｎｍ以上１０ｎｍ以下、好ましくは、１ｎｍ以
上２ｎｍ以下、又はその近傍のサイズで偏在した材料の一構成である。なお、以下では、
金属酸化物において、一つあるいはそれ以上の金属元素が偏在し、該金属元素を有する領
域が、０．５ｎｍ以上１０ｎｍ以下、好ましくは、１ｎｍ以上２ｎｍ以下、又はその近傍
のサイズで混合した状態をモザイク状、又はパッチ状ともいう。また、酸化物５３０とし
て、Ｉｎ－Ｇａ酸化物、Ｉｎ－Ｚｎ酸化物を用いてもよい。
【０１０６】
　また、トランジスタ５００には、キャリア濃度の低い金属酸化物を用いることが好まし
い。金属酸化物のキャリア濃度を低くする場合においては、金属酸化物中の不純物濃度を
低くし、欠陥準位密度を低くすればよい。本明細書等において、不純物濃度が低く、欠陥
準位密度の低いことを高純度真性または実質的に高純度真性という。なお、金属酸化物中
の不純物としては、例えば、水素、窒素、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄、ニッケ
ル、シリコン等がある。
【０１０７】
　特に、金属酸化物に含まれる水素は、金属原子と結合する酸素と反応して水になるため
、金属酸化物中に酸素欠損を形成する場合がある。金属酸化物中のチャネル形成領域に酸
素欠損が含まれていると、トランジスタはノーマリーオン特性となる場合がある。さらに
、酸素欠損に水素が入った欠陥はドナーとして機能し、キャリアである電子が生成される
ことがある。また、水素の一部が金属原子と結合する酸素と結合して、キャリアである電
子を生成する場合がある。従って、水素が多く含まれている金属酸化物を用いたトランジ
スタは、ノーマリーオン特性となりやすい。
【０１０８】
　酸素欠損に水素が入った欠陥は、金属酸化物のドナーとして機能しうる。しかしながら
、当該欠陥を定量的に評価することは困難である。そこで、金属酸化物においては、ドナ
ー濃度ではなく、キャリア濃度で評価される場合がある。よって、本明細書等では、金属
酸化物のパラメータとして、ドナー濃度ではなく、電界が印加されない状態を想定したキ
ャリア濃度を用いる場合がある。つまり、本明細書等に記載の「キャリア濃度」は、「ド
ナー濃度」と言い換えることができる場合がある。
【０１０９】
　よって、金属酸化物を酸化物５３０に用いる場合、金属酸化物中の水素はできる限り低
減されていることが好ましい。具体的には、金属酸化物において、二次イオン質量分析法
（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）によ
り得られる水素濃度を、１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１９

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、より好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、さらに
好ましくは１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満とする。水素などの不純物が十分に低減
された金属酸化物をトランジスタのチャネル形成領域に用いることで、安定した電気特性
を付与することができる。
【０１１０】



(16) JP 2020-58649 A 2020.4.16

10

20

30

40

50

　また、酸化物５３０に金属酸化物を用いる場合、チャネル形成領域との金属酸化物のキ
ャリア濃度は、１×１０１８ｃｍ－３以下であることが好ましく、１×１０１７ｃｍ－３

未満であることがより好ましく、１×１０１６ｃｍ－３未満であることがさらに好ましく
、１×１０１３ｃｍ－３未満であることがさらに好ましく、１×１０１２ｃｍ－３未満で
あることがさらに好ましい。なお、チャネル形成領域の金属酸化物のキャリア濃度の下限
値については、特に限定は無いが、例えば、１×１０－９ｃｍ－３とすることができる。
【０１１１】
　また、酸化物５３０に金属酸化物を用いる場合、導電体５４２（導電体５４２ａ、およ
び導電体５４２ｂ）と酸化物５３０とが接することで、酸化物５３０中の酸素が導電体５
４２へ拡散し、導電体５４２が酸化する場合がある。導電体５４２が酸化することで、導
電体５４２の導電率が低下する蓋然性が高い。なお、酸化物５３０中の酸素が導電体５４
２へ拡散することを、導電体５４２が酸化物５３０中の酸素を吸収する、と言い換えるこ
とができる。
【０１１２】
　また、酸化物５３０中の酸素が導電体５４２（導電体５４２ａ、および導電体５４２ｂ
）へ拡散することで、導電体５４２ａと酸化物５３０ｂとの間、および、導電体５４２ｂ
と酸化物５３０ｂとの間に異層が形成される場合がある。当該異層は、導電体５４２より
も酸素を多く含むため、当該異層は絶縁性を有すると推定される。このとき、導電体５４
２と、当該異層と、酸化物５３０ｂとの３層構造は、金属－絶縁体－半導体からなる３層
構造とみなすことができ、ＭＩＳ（Ｍｅｔａｌ－Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ－Ｓｅｍｉｃｏｎｄ
ｕｃｔｏｒ）構造と呼ぶ、またはＭＩＳ構造を主としたダイオード接合構造と呼ぶ場合が
ある。
【０１１３】
　なお、上記異層は、導電体５４２と酸化物５３０ｂとの間に形成されることに限られず
、例えば、異層が、導電体５４２と酸化物５３０ｃとの間に形成される場合や、導電体５
４２と酸化物５３０ｂとの間、および導電体５４２と酸化物５３０ｃとの間に形成される
場合がある。
【０１１４】
　また、酸化物５３０においてチャネル形成領域にとして機能する金属酸化物は、バンド
ギャップが２ｅＶ以上、好ましくは２．５ｅＶ以上のものを用いることが好ましい。この
ように、バンドギャップの大きい金属酸化物を用いることで、トランジスタのオフ電流を
低減することができる。
【０１１５】
　酸化物５３０は、酸化物５３０ｂ下に酸化物５３０ａを有することで、酸化物５３０ａ
よりも下方に形成された構造物から、酸化物５３０ｂへの不純物の拡散を抑制することが
できる。また、酸化物５３０ｂ上に酸化物５３０ｃを有することで、酸化物５３０ｃより
も上方に形成された構造物から、酸化物５３０ｂへの不純物の拡散を抑制することができ
る。
【０１１６】
　なお、酸化物５３０は、各金属原子の原子数比が異なる酸化物により、積層構造を有す
ることが好ましい。具体的には、酸化物５３０ａに用いる金属酸化物において、構成元素
中の元素Ｍの原子数比が、酸化物５３０ｂに用いる金属酸化物における、構成元素中の元
素Ｍの原子数比より、大きいことが好ましい。また、酸化物５３０ａに用いる金属酸化物
において、Ｉｎに対する元素Ｍの原子数比が、酸化物５３０ｂに用いる金属酸化物におけ
る、Ｉｎに対する元素Ｍの原子数比より大きいことが好ましい。また、酸化物５３０ｂに
用いる金属酸化物において、元素Ｍに対するＩｎの原子数比が、酸化物５３０ａに用いる
金属酸化物における、元素Ｍに対するＩｎの原子数比より大きいことが好ましい。また、
酸化物５３０ｃは、酸化物５３０ａ又は酸化物５３０ｂに用いることができる金属酸化物
を、用いることができる。
【０１１７】
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　また、酸化物５３０ａ及び酸化物５３０ｃの伝導帯下端のエネルギーが、酸化物５３０
ｂの伝導帯下端のエネルギーより高くなることが好ましい。また、言い換えると、酸化物
５３０ａ及び酸化物５３０ｃの電子親和力が、酸化物５３０ｂの電子親和力より小さいこ
とが好ましい。
【０１１８】
　ここで、酸化物５３０ａ、酸化物５３０ｂ、及び酸化物５３０ｃの接合部において、伝
導帯下端のエネルギー準位はなだらかに変化する。換言すると、酸化物５３０ａ、酸化物
５３０ｂ、及び酸化物５３０ｃの接合部における伝導帯下端のエネルギー準位は、連続的
に変化又は連続接合するともいうことができる。このようにするためには、酸化物５３０
ａと酸化物５３０ｂとの界面、及び酸化物５３０ｂと酸化物５３０ｃとの界面において形
成される混合層の欠陥準位密度を低くするとよい。
【０１１９】
　具体的には、酸化物５３０ａと酸化物５３０ｂ、酸化物５３０ｂと酸化物５３０ｃが、
酸素以外に共通の元素を有する（主成分とする）ことで、欠陥準位密度が低い混合層を形
成することができる。例えば、酸化物５３０ｂがＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物の場合、酸化物
５３０ａ及び酸化物５３０ｃとして、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、Ｇａ－Ｚｎ酸化物、酸化
ガリウムなどを用いるとよい。
【０１２０】
　このとき、キャリアの主たる経路は酸化物５３０ｂとなる。酸化物５３０ａ、酸化物５
３０ｃを上述の構成とすることで、酸化物５３０ａと酸化物５３０ｂとの界面、及び酸化
物５３０ｂと酸化物５３０ｃとの界面における欠陥準位密度を低くすることができる。そ
のため、界面散乱によるキャリア伝導への影響が小さくなり、トランジスタ５００は高い
オン電流を得られる。
【０１２１】
　酸化物５３０ｂ上には、ソース電極、及びドレイン電極として機能する導電体５４２ａ
、及び導電体５４２ｂが設けられる。導電体５４２ａ、及び導電体５４２ｂとしては、ア
ルミニウム、クロム、銅、銀、金、白金、タンタル、ニッケル、チタン、モリブデン、タ
ングステン、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、マンガン、マグネシウム、ジルコニウム
、ベリリウム、インジウム、ルテニウム、イリジウム、ストロンチウム、ランタンから選
ばれた金属元素、又は上述した金属元素を成分とする合金か、上述した金属元素を組み合
わせた合金等を用いることが好ましい。例えば、窒化タンタル、窒化チタン、タングステ
ン、チタンとアルミニウムを含む窒化物、タンタルとアルミニウムを含む窒化物、酸化ル
テニウム、窒化ルテニウム、ストロンチウムとルテニウムを含む酸化物、ランタンとニッ
ケルを含む酸化物などを用いることが好ましい。また、窒化タンタル、窒化チタン、チタ
ンとアルミニウムを含む窒化物、タンタルとアルミニウムを含む窒化物、酸化ルテニウム
、窒化ルテニウム、ストロンチウムとルテニウムを含む酸化物、ランタンとニッケルを含
む酸化物は、酸化しにくい導電性材料、又は、酸素を吸収しても導電性を維持する材料で
あるため、好ましい。更に、窒化タンタルなどの金属窒化物膜は、水素又は酸素に対する
バリア性があるため好ましい。
【０１２２】
　また、図１０では、導電体５４２ａ、及び導電体５４２ｂを単層構造として示したが、
２層以上の積層構造としてもよい。例えば、窒化タンタル膜とタングステン膜を積層する
とよい。また、チタン膜とアルミニウム膜を積層してもよい。また、タングステン膜上に
アルミニウム膜を積層する二層構造、銅－マグネシウム－アルミニウム合金膜上に銅膜を
積層する二層構造、チタン膜上に銅膜を積層する二層構造、タングステン膜上に銅膜を積
層する二層構造としてもよい。
【０１２３】
　また、チタン膜又は窒化チタン膜と、そのチタン膜又は窒化チタン膜上に重ねてアルミ
ニウム膜又は銅膜を積層し、さらにその上にチタン膜又は窒化チタン膜を形成する三層構
造、モリブデン膜又は窒化モリブデン膜と、そのモリブデン膜又は窒化モリブデン膜上に
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重ねてアルミニウム膜又は銅膜を積層し、さらにその上にモリブデン膜又は窒化モリブデ
ン膜を形成する三層構造等がある。なお、酸化インジウム、酸化錫又は酸化亜鉛を含む透
明導電材料を用いてもよい。
【０１２４】
　また、図１０（Ａ）に示すように、酸化物５３０の、導電体５４２ａ（導電体５４２ｂ
）との界面とその近傍には、低抵抗領域として、領域５４３ａ、及び領域５４３ｂが形成
される場合がある。このとき、領域５４３ａはソース領域又はドレイン領域の一方として
機能し、領域５４３ｂはソース領域又はドレイン領域の他方として機能する。また、領域
５４３ａと領域５４３ｂに挟まれる領域にチャネル形成領域が形成される。
【０１２５】
　酸化物５３０と接するように上記導電体５４２ａ（導電体５４２ｂ）を設けることで、
領域５４３ａ（領域５４３ｂ）の酸素濃度が低減する場合がある。また、領域５４３ａ（
領域５４３ｂ）に導電体５４２ａ（導電体５４２ｂ）に含まれる金属と、酸化物５３０の
成分とを含む金属化合物層が形成される場合がある。このような場合、領域５４３ａ（領
域５４３ｂ）のキャリア濃度が増加し、領域５４３ａ（領域５４３ｂ）は、低抵抗領域と
なる。
【０１２６】
　絶縁体５４４は、導電体５４２ａ、及び導電体５４２ｂを覆うように設けられ、導電体
５４２ａ、及び導電体５４２ｂの酸化を抑制する。このとき、絶縁体５４４は、酸化物５
３０の側面を覆い、絶縁体５２４と接するように設けられてもよい。
【０１２７】
　絶縁体５４４として、ハフニウム、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、ジルコニ
ウム、タングステン、チタン、タンタル、ニッケル、ゲルマニウム、ネオジム、ランタン
又は、マグネシウムなどから選ばれた一種、又は二種以上が含まれた金属酸化物を用いる
ことができる。また、絶縁体５４４として、窒化酸化シリコン又は窒化シリコンなども用
いることができる。
【０１２８】
　特に、絶縁体５４４として、アルミニウム、又はハフニウムの一方又は双方の酸化物を
含む絶縁体である、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、アルミニウム、及びハフニウム
を含む酸化物（ハフニウムアルミネート）などを用いることが好ましい。特に、ハフニウ
ムアルミネートは、酸化ハフニウム膜よりも、耐熱性が高い。そのため、後の工程での熱
処理において、結晶化しにくいため好ましい。なお、導電体５４２ａ、及び導電体５４２
ｂが耐酸化性を有する材料、又は、酸素を吸収しても著しく導電性が低下しない場合、絶
縁体５４４は、必須の構成ではない。求めるトランジスタ特性により、適宜設計すればよ
い。
【０１２９】
　絶縁体５４４を有することで、絶縁体５８０に含まれる水、及び水素などの不純物が酸
化物５３０ｃ、絶縁体５５０を介して、酸化物５３０ｂに拡散することを抑制することが
できる。また、絶縁体５８０が有する過剰酸素により、導電体５６０が酸化するのを抑制
することができる。
【０１３０】
　絶縁体５５０は、第１のゲート絶縁膜として機能する。絶縁体５５０は、酸化物５３０
ｃの内側（上面、及び側面）接して配置することが好ましい。絶縁体５５０は、上述した
絶縁体５２４と同様に、過剰に酸素を含み、かつ加熱により酸素が放出される絶縁体を用
いて形成することが好ましい。
【０１３１】
　具体的には、過剰酸素を有する酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、
窒化シリコン、フッ素を添加した酸化シリコン、炭素を添加した酸化シリコン、炭素、及
び窒素を添加した酸化シリコン、空孔を有する酸化シリコンを用いることができる。特に
、酸化シリコン、及び酸化窒化シリコンは熱に対し安定であるため好ましい。
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【０１３２】
　加熱により酸素が放出される絶縁体を、絶縁体５５０として、酸化物５３０ｃの上面に
接して設けることにより、絶縁体５５０から、酸化物５３０ｃを通じて、酸化物５３０ｂ
のチャネル形成領域に効果的に酸素を供給することができる。また、絶縁体５２４と同様
に、絶縁体５５０中の水又は水素などの不純物濃度が低減されていることが好ましい。絶
縁体５５０の膜厚は、１ｎｍ以上２０ｎｍ以下とするのが好ましい。
【０１３３】
　また、絶縁体５５０が有する過剰酸素を、効率的に酸化物５３０へ供給するために、絶
縁体５５０と導電体５６０との間に金属酸化物を設けてもよい。当該金属酸化物は、絶縁
体５５０から導電体５６０への酸素拡散を抑制することが好ましい。酸素の拡散を抑制す
る金属酸化物を設けることで、絶縁体５５０から導電体５６０への過剰酸素の拡散が抑制
される。つまり、酸化物５３０へ供給する過剰酸素量の減少を抑制することができる。ま
た、過剰酸素による導電体５６０の酸化を抑制することができる。当該金属酸化物として
は、絶縁体５４４に用いることができる材料を用いればよい。
【０１３４】
　なお、絶縁体５５０は、第２のゲート絶縁膜と同様に、積層構造としてもよい。トラン
ジスタの微細化、及び高集積化が進むと、ゲート絶縁膜の薄膜化により、リーク電流など
の問題が生じる場合があるため、ゲート絶縁膜として機能する絶縁体を、ｈｉｇｈ－ｋ材
料と、熱的に安定している材料との積層構造とすることで、物理膜厚を保ちながら、トラ
ンジスタ動作時のゲート電位の低減が可能となる。また、熱的に安定かつ比誘電率の高い
積層構造とすることができる。
【０１３５】
　第１のゲート電極として機能する導電体５６０は、図１０（Ａ）（Ｂ）では２層構造と
して示しているが、単層構造でもよいし、３層以上の積層構造であってもよい。
【０１３６】
　導電体５６０ａは、水素原子、水素分子、水分子、窒素原子、窒素分子、酸化窒素分子
（Ｎ２Ｏ、ＮＯ、ＮＯ２など）、銅原子などの不純物の拡散を抑制する機能を有する導電
性材料を用いることが好ましい。又は、酸素（例えば、酸素原子、酸素分子などの少なく
とも一）の拡散を抑制する機能を有する導電性材料を用いることが好ましい。導電体５６
０ａが酸素の拡散を抑制する機能を持つことにより、絶縁体５５０に含まれる酸素により
、導電体５６０ｂが酸化して導電率が低下することを抑制することができる。酸素の拡散
を抑制する機能を有する導電性材料としては、例えば、タンタル、窒化タンタル、ルテニ
ウム、又は酸化ルテニウムなどを用いることが好ましい。また、導電体５６０ａとして、
酸化物５３０に適用できる酸化物半導体を用いることができる。その場合、導電体５６０
ｂをスパタリング法で成膜することで、導電体５６０ａの電気抵抗値を低下させて導電体
にすることができる。これをＯＣ（Ｏｘｉｄｅ　Ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）電極と呼ぶことが
できる。
【０１３７】
　また、導電体５６０ｂは、タングステン、銅、又はアルミニウムを主成分とする導電性
材料を用いることが好ましい。また、導電体５６０ｂは、配線としても機能するため、導
電性が高い導電体を用いることが好ましい。例えば、タングステン、銅、又はアルミニウ
ムを主成分とする導電性材料を用いることができる。また、導電体５６０ｂは積層構造と
してもよく、例えば、チタン、窒化チタンと上記導電性材料との積層構造としてもよい。
【０１３８】
　絶縁体５８０は、絶縁体５４４を介して、導電体５４２ａ、及び導電体５４２ｂ上に設
けられる。絶縁体５８０は、過剰酸素領域を有することが好ましい。例えば、絶縁体５８
０として、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、フッ素
を添加した酸化シリコン、炭素を添加した酸化シリコン、炭素、及び窒素を添加した酸化
シリコン、空孔を有する酸化シリコン、又は樹脂などを有することが好ましい。特に、酸
化シリコン、及び酸化窒化シリコンは、熱的に安定であるため好ましい。特に、酸化シリ



(20) JP 2020-58649 A 2020.4.16

10

20

30

40

50

コン、空孔を有する酸化シリコンは、後の工程で、容易に過剰酸素領域を形成することが
できるため好ましい。
【０１３９】
　絶縁体５８０は、過剰酸素領域を有することが好ましい。加熱により酸素が放出される
絶縁体５８０を、酸化物５３０ｃと接して設けることで、絶縁体５８０中の酸素を、酸化
物５３０ｃを通じて、酸化物５３０へと効率良く供給することができる。なお、絶縁体５
８０中の水又は水素などの不純物濃度が低減されていることが好ましい。
【０１４０】
　絶縁体５８０の開口は、導電体５４２ａと導電体５４２ｂの間の領域に重畳して形成さ
れる。これにより、導電体５６０は、絶縁体５８０の開口、及び導電体５４２ａと導電体
５４２ｂに挟まれた領域に、埋め込まれるように形成される。
【０１４１】
　半導体装置を微細化するに当たり、ゲート長を短くすることが求められるが、導電体５
６０の導電性が下がらないようにする必要がある。そのために導電体５６０の膜厚を大き
くすると、導電体５６０はアスペクト比が高い形状となりうる。本実施の形態では、導電
体５６０を絶縁体５８０の開口に埋め込むように設けるため、導電体５６０をアスペクト
比の高い形状にしても、工程中に導電体５６０を倒壊させることなく、形成することがで
きる。
【０１４２】
　絶縁体５７４は、絶縁体５８０の上面、導電体５６０の上面、及び絶縁体５５０の上面
に接して設けられることが好ましい。絶縁体５７４をスパッタリング法で成膜することで
、絶縁体５５０、及び絶縁体５８０へ過剰酸素領域を設けることができる。これにより、
当該過剰酸素領域から、酸化物５３０中に酸素を供給することができる。
【０１４３】
　例えば、絶縁体５７４として、ハフニウム、アルミニウム、ガリウム、イットリウム、
ジルコニウム、タングステン、チタン、タンタル、ニッケル、ゲルマニウム、又はマグネ
シウムなどから選ばれた一種、又は二種以上が含まれた金属酸化物を用いることができる
。
【０１４４】
　特に、酸化アルミニウムはバリア性が高く、０．５ｎｍ以上３．０ｎｍ以下の薄膜であ
っても、水素、及び窒素の拡散を抑制することができる。したがって、スパッタリング法
で成膜した酸化アルミニウムは、酸素供給源であるとともに、水素などの不純物のバリア
膜としての機能も有することができる。
【０１４５】
　また、絶縁体５７４の上に、層間膜として機能する絶縁体５８１を設けることが好まし
い。絶縁体５８１は、絶縁体５２４などと同様に、膜中の水又は水素などの不純物濃度が
低減されていることが好ましい。
【０１４６】
　また、絶縁体５８１、絶縁体５７４、絶縁体５８０、及び絶縁体５４４に形成された開
口に、導電体５４０ａ、及び導電体５４０ｂを配置する。導電体５４０ａ及び導電体５４
０ｂは、導電体５６０を挟んで対向して設ける。導電体５４０ａ及び導電体５４０ｂは、
後述する導電体５４６、及び導電体５４８と同様の構成である。
【０１４７】
　絶縁体５８１上には、絶縁体５８２が設けられている。絶縁体５８２は、酸素や水素に
対してバリア性のある物質を用いることが好ましい。したがって、絶縁体５８２には、絶
縁体５１４と同様の材料を用いることができる。例えば、絶縁体５８２には、酸化アルミ
ニウム、酸化ハフニウム、酸化タンタルなどの金属酸化物を用いることが好ましい。
【０１４８】
　特に、酸化アルミニウムは、酸素、及びトランジスタの電気特性の変動要因となる水素
、水分などの不純物、の両方に対して膜を透過させない遮断効果が高い。したがって、酸
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化アルミニウムは、トランジスタの作製工程中及び作製後において、水素、水分などの不
純物のトランジスタ５００への混入を防止することができる。また、トランジスタ５００
を構成する酸化物からの酸素の放出を抑制することができる。そのため、トランジスタ５
００に対する保護膜として用いることに適している。
【０１４９】
　また、絶縁体５８２上には、絶縁体５８６が設けられている。絶縁体５８６は、絶縁体
３２０と同様の材料を用いることができる。また、これらの絶縁体に、比較的誘電率が低
い材料を適用することで、配線間に生じる寄生容量を低減することができる。例えば、絶
縁体５８６として、酸化シリコン膜や酸化窒化シリコン膜などを用いることができる。
【０１５０】
　また、絶縁体５２０、絶縁体５２２、絶縁体５２４、絶縁体５４４、絶縁体５８０、絶
縁体５７４、絶縁体５８１、絶縁体５８２、及び絶縁体５８６には、導電体５４６、及び
導電体５４８等が埋め込まれている。
【０１５１】
　導電体５４６、及び導電体５４８は、容量素子６００、トランジスタ５００、又はトラ
ンジスタ３００と接続するプラグ、又は配線としての機能を有する。導電体５４６、及び
導電体５４８は、導電体３２８、及び導電体３３０と同様の材料を用いて設けることがで
きる。
【０１５２】
　続いて、トランジスタ５００の上方には、容量素子６００が設けられている。容量素子
６００は、導電体６１０と、導電体６２０、絶縁体６３０とを有する。
【０１５３】
　また、導電体５４６、及び導電体５４８上に、導電体６１２を設けてもよい。導電体６
１２は、トランジスタ５００と接続するプラグ、又は配線としての機能を有する。導電体
６１０は、容量素子６００の電極としての機能を有する。なお、導電体６１２、及び導電
体６１０は、同時に形成することができる。
【０１５４】
　導電体６１２、及び導電体６１０には、モリブデン、チタン、タンタル、タングステン
、アルミニウム、銅、クロム、ネオジム、スカンジウムから選ばれた元素を含む金属膜、
又は上述した元素を成分とする金属窒化物膜（窒化タンタル膜、窒化チタン膜、窒化モリ
ブデン膜、窒化タングステン膜）等を用いることができる。又は、インジウム錫酸化物、
酸化タングステンを含むインジウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化
物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジ
ウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を添加したインジウム錫酸化物などの導電性材料を適用する
こともできる。
【０１５５】
　図８では、導電体６１２、及び導電体６１０は単層構造を示したが、当該構成に限定さ
れず、２層以上の積層構造でもよい。例えば、バリア性を有する導電体と導電性が高い導
電体との間に、バリア性を有する導電体、及び導電性が高い導電体に対して密着性が高い
導電体を形成してもよい。
【０１５６】
　絶縁体６３０を介して、導電体６１０と重畳するように、導電体６２０を設ける。なお
、導電体６２０は、金属材料、合金材料、又は金属酸化物材料などの導電性材料を用いる
ことができる。耐熱性と導電性を両立するタングステンやモリブデンなどの高融点材料を
用いることが好ましく、特にタングステンを用いることが好ましい。また、導電体などの
他の構造と同時に形成する場合は、低抵抗金属材料であるＣｕ（銅）やＡｌ（アルミニウ
ム）等を用いればよい。
【０１５７】
　導電体６２０、及び絶縁体６３０上には、絶縁体６４０が設けられている。絶縁体６４
０は、絶縁体３２０と同様の材料を用いて設けることができる。また、絶縁体６４０は、
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その下方の凹凸形状を被覆する平坦化膜として機能してもよい。
【０１５８】
　本構造を用いることで、酸化物半導体を有するトランジスタを用いた半導体装置におい
て、微細化又は高集積化を図ることができる。
【符号の説明】
【０１５９】
１０１　　プローブ
１０２　　振動子
１０３　　筐体
１０４　　表示部
１０５　　送信回路
１０７　　メモリ回路
１０８　　画像処理回路
１０９　　制御回路

【図１】 【図２】
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